
西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例及び西宮市産業廃棄物の 

不適正な処理の防止に関する条例施行規則に規定する書類の様式に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例（平成１５年西宮市条例 

 第１３号。以下「条例」という。）及び西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行 

規則（平成１５年西宮市規則第３４号。以下「規則」という。）に規定する書類の様式を定めるも 

のとする。 

 （様式） 

第２条 様式は、次のとおりとする。 

(1) 産業廃棄物保管届（様式第１号）規則第２条関係 

(2) 産業廃棄物保管変更届（様式第２号）規則第３条関係 

(3) 産業廃棄物保管者氏名等変更届（様式第３号）規則第３条関係 

(4) 産業廃棄物保管廃止届（様式第４号）規則第４条関係 

(5) 運搬管理票（様式第５号）条例第１０条関係 

(5) の２ 建設資材廃棄物引渡完了報告書（様式第５号の２）規則第７条の２関係 

(6) 身分証明書（様式第６号）条例第１６条関係 

 

 

付 則 

 この要綱は、平成１５年１２月１５日から施行する。 

この要綱は、平成１９年１２月１５日から施行する。 

 

 



様式第１号（規則第２条関係） 
 

産 業 廃 棄 物 保 管 届 
                                     

                                    年   月   日 
 

西 宮 市 長 様 
 

 
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 
 
 
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 
  

 
届出者 
 
 

 
 
電話（    ）     －        番 

 

産 業 廃 棄 物 の 保 管 を 
す る 土 地 の 所 在 地 

 

産業廃棄物の保管をする土

地の所有者の氏名又は名称

及び住所並びに法人にあっ

てはその代表者の氏名 

 

産 業 廃 棄 物 の 保 管 
を す る 土 地 の 面 積 ㎡ 

種 類 数 量（㎥又はｔ） 
 
  

 
   

  
 
   

  
 
   

  
 
  

保 管 を す る 産 業 廃 棄 
物 の 種 類 及 び 数 量 

  

産 業 廃 棄 物 の 保 
管 を 開 始 す る 日 年  月  日 

当該土地における産業 
廃棄物の搬入、搬出及 
び 保 管 に 関 す る 計 画 

別紙のとおり 

産業廃棄物の飛散、流出 
及び崩落の防止その他の 
生活環境の保全及び生活 
の安全の確保のために講ず

る措置の内容 

別紙のとおり 



様式第２号（規則第３条関係） 
 

産  業  廃  棄  物  保  管  変  更  届 
                                      

                                    年   月   日 
 

西 宮 市 長 様 
 

 
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 
 
 
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 
  

 
届出者 
 
 

 
 
電話（    ）     －        番 

 

産業 廃棄物の保管 を 
す る 土 地 の 所 在 地 

 

変 更 の 内 容 変 更 前 変 更 後 

   

変 更 予 定 年 月 日 年   月   日 

変 更 の 理 由  

備   考  

   
 注 産業廃棄物の搬入、搬出及び保管に関する計画又は産業廃棄物の飛散、流出及び崩落の防止そ 

の他の生活環境の保全及び生活の安全の確保ために講ずる措置の内容を変更する場合は、提出し 
た様式第１号の別紙に変更箇所を朱書きしたものを添付してください。 



様式第３号（規則第３条関係） 
 

産  業  廃  棄  物  保  管  者  氏  名  等  変  更  届 
 

     年   月   日 
 

西 宮 市 長 様 
 

 
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 
 
 
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 
  

 
届出者 
 
 

 
 
電話（    ）     －        番 

 

産 業 廃 棄 物 の 保 管 を 
す る 土 地 の 所 在 地 

 

変 更 前  

変更の内容 

変 更 後  

変 更 年 月 日 年   月   日 

変 更 の 理 由  

備    考  

 



様式第４号（規則第４条関係） 
 

産  業  廃  棄  物  保  管  廃  止  届 
 

                          年   月   日 
 

西 宮 市 長 様 
 

 
住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 
 
 
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 
  

 
届出者 
 
 

 
 
電話（    ）     －        番 

 

産業 廃棄物の保管 を 
す る 土 地 の 所 在 地 

 

産 業 廃 棄 物 の 保 管 
を 廃 止 し た 年 月 日 年   月   日 

廃 止 の 理 由  

備    考  

                            
 

 

 

 

 



 
 
様式第５号（条例第 10 条関係） 
 
 

運  搬  管  理  票 
年  月  日交付 

 
 

氏名又は名称（法人

にあっては、名称及

び代表者の氏名） 

 

交付者 

住   所 
 

自動車登録番号又は車両番号  

産業廃棄物を保管する土地  

運 搬 す る 産 業 廃 棄 物 
の 種 類 及 び 数 量 種 類 数 量 

名 称 
 

搬 
入 

産業廃棄物を排出 
した事業場等の名 
称及び所在地 所在地 

 

名 称 
 

搬

出 

運搬先である事業 
場等の名称及び所 
在地 所在地 

 

  
 
  
  
 
  
  
  
  
 

 
20 

 セ 
 ン 
 チ 
 メ 
 ｜ 
 ト 
 ル 
 

 
30 センチメートル 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号の２（規則第７条の２関係） 
 

建設資材廃棄物引渡完了報告書 
  年  月  日 

 
西宮市長 様 

注 文 者 様 

 

報告者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
 

電話（    ）    －     番 
 
解体工事の名称  

解体工事の場所  

建築物等の構造  解体工事対象床面積 ㎡ 

解体工事の請負代金  引渡完了年月日  

建設資材廃棄物の処理費用 運搬費 処分費 合計 

搬出先事業場の名称  

搬出先事業場の所在地  木くず 

引渡量  

搬出先事業場の名称  

搬出先事業場の所在地  がれき類 
(ｺﾝｸﾘｰﾄくず) 

引渡量  

搬出先事業場の名称  

搬出先事業場の所在地  がれき類 
(ｱｽﾌｧﾙﾄくず) 

引渡量  

搬出先事業場の名称  

搬出先事業場の所在地  金属くず 

引渡量  

搬出先事業場の名称  

搬出先事業場の所在地   

引渡量  

搬出先事業場の名称  

搬出先事業場の所在地  

建
設
資
材
廃
棄
物
の
種
類 

 

引渡量  
注 １ 「解体工事対象床面積」の欄には、建築物の解体工事の場合において、当該解体工事に係

る部分の床面積を記入してください。 
２ 木くず、がれき類（コンクリートくず）、がれき類（アスファルトくず）及び金属くず以

外の建設資材廃棄物については、「建設資材廃棄物の種類」の欄に当該建設資材廃棄物の種
類を記入してください。



 

様式第６号（条例第 16 条関係） 
 （表面） 
 
 
 第   号 

身  分  証  明  書 

   所 属 
   
  職 名 
 
  氏 名 

 
 

 
 
 

写 
 

真 

 
 

 
 上記の者は、西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例（平成１５年西宮 
市条例第１３号）第１６条第１項の規定に基づき立入検査をする職員であることを証明 
します。 
       年  月  日 
 
                   西宮市長         印 

  
  
  
   
 
 
６ 
セ 
ン 
チ 
メ 
｜ 
ト 
ル 
  
  
  
  
  

 
 

 
９センチメートル 

 

 
   （裏面） 
 

 
 

西宮市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例（抜粋） 
 
 
 （立入検査） 
第１６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、産業廃棄物を 

保管する者の事務所、事業場又は当該保管に係る場所の土地若しくは建物に立ち入り

産業廃棄物の保管に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係人に質問させ、又

は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物を無償で収去させることがで

きる。 
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人 

に提示しなければならない。 
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し 

てはならない。 
 
 （罰則） 
第２１条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

(6) 第１６条第１項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避 
し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者 

   

  
  
  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 別 紙 
１ 当該土地における産業廃棄物の搬入、搬出及び保管に関する計画 
 

搬入及び搬出をする期間 搬入    年  月  日から   年  月  日まで 
搬出    年  月  日から   年  月  日まで 

運搬に従事 
する者   自らの従業者 ・ 産業廃棄物収集運搬業者 

運搬に使用する

車両の積載量  
 搬入及び搬 

出の方法  

搬入及び搬出の

頻度 
搬入      １日当たり    台 
搬出      １日当たり    台 

搬入に係る産業廃棄物を排出

する事業場等の名称及び所在

地又は従前の保管場所 

 

搬 出 の 目 的 
 
新たな保管場所における保管 ・ 処分 

搬 
入 
及 
び 
搬 
出 

搬出先の名称及び所在地 

 

保 管 を す る 期 間 年  月  日から   年  月  日まで 

保 管 の 目 的 
 

保   

管 

保 管 後 の 処 分 計 画 

１ 処分を予定する時期（   年  月） 
 

２ 処分の形態 
（自ら処分 ・ 産業廃棄物処分業者に委託） 

 
３ 委託する場合の委託業者名 

  
 ２ 産業廃棄物の飛散、流出及び崩落の防止その他の生活環境の保全及び生活の安全の確保のため

に講ずる措置 
 

発生を防止する必要があ 
る支障の種類 飛散 ・ 流出 ・ その他（               ） 

講 ず る 措 置 の 内 容 

 

  注 該当事項は、○で囲んでください。 


